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要約（アブストラクト） 

自然災害に見舞われるリスクが高い我が国において、社会資本整備のみならず、防災及び経済発展の担い手として、土

木建設業が非常に重要な役割を果たしてきた。しかしながら、近年、公共工事の入札市場では、闇雲な低入札(ダンピン

グ)の発生をはじめとした様々な弊害により、建設業界全体が厳しい状況を迎え、その影響により社会全体が甚大な不利

益を被ることが危惧されている。このような背景のもと、本研究では、我が国の公共調達制度適正化に資する知見を得る

ことを目的として、欧米諸国の公共調達制度のレビューし、建設工事生産システム全体のあるべき姿について総合的に勘

案し、わが国の公共調達における今後の制度設計について提言することを試みる。 
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1. はじめに 

 

1.1 研究の背景 

社会資本整備の最も重要な使命は「国民の命と暮らし 

を守る」ことであり、自然災害に見舞われるリスクが高い

我が国において、社会資本整備のみならず、防災及び経済

発展の担い手として、土木建設業が非常に重要な役割を果

たしてきた（藤井，2010）。 

そのため、受注者と価格を決定するシステムである公共

調達制度は、良質なインフラを適正価格で提供できるもの

であるだけではなく、建設市場の特殊性、また、供給者で

ある建設業が担う役割を考慮しなければならない。これま

で、公共調達制度の設計にあたっては、長きにわたって議

論され、制度の改正が進められてきた。主な論点は次の二

つの側面であった。一つは、競争入札を原則とする中での

工事品質の確保であり、もう一つは談合に代表される不正

行為の防止である。近年では、2005 年に価格と品質の総

合的な評価によって最も優れたものを調達するというこ

とを理念とする「公共工事の品質確保の促進に関する法

律」が施行され、国の直轄工事において、総合評価方式に

よる一般競争入札が導入された。その後、同方式の適用拡

充が進み、2009 年度においては、国土交通省発注全工事

の 99.2%で適用されているほか（国土交通省，2010）、地

方自治体発注工事でも適用が進んでいる（国土交通省，

2011）。しかしながら、その運用をめぐっては「ダンピン

グをはじめとした、様々な問題点がこれまで指摘され続け、

そのたびに発注機関が対処してきたが、一向に根本的な解

決には至っていない。さらに、国土交通省の調査によると、

同省が発注する工事についての落札率(工事について発注

者が定める予定価格に対する受注業者の落札価格の比率)

と工事成績の関係から、落札率の低い工事案件ほど、工事

成績が低いという傾向があることが統計的に明らかにな

っており（国土交通省，2011）、ダンピングが多発してい

る現在の状況が工事品質及び成果品に甚大な影響を及ぼ

していることが示されている。 

我が国の歴史上、公共調達に関する最初の法令であり、

現在に至るまでその原則で在り続けている法令が、明治

22 年に制定された会計法である。我が国の公共調達に関

する法整備はこの会計法が出発点であり、競争を原則とし

ながらも、その弊害を防止するための修正を重ねることで、

公共建設物の適切な品質確保を図ってきた。 

ところで、この会計法は当時の欧米諸国、特にフラン

ス、イタリアの会計法を参考にして、我が国で法案が形作

られ制定されたものである。当時のフランスの会計法「仏

国会計法」には、公告による競争（一般競争入札）を原則

とすることが規定されており、必要があれば最高価格を予

定することができるとし、予定価格による制限が規定され

ていた（ただし条件的に指名競争入札や随意契約も認めら

れていた）（木下，2012）。このように、明治会計法は欧米

の当時の法制度を踏襲したものとなっている。 

したがって、欧米諸国における公共調達制度が、その

後どのような変遷をたどり、また現在どのような制度であ
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るのかを知ることは重要な意味を持つ。なぜなら、仮に我

が国と同様の問題が欧米諸国でも顕在化し、何らかの対応

を図ってきたとすれば、我が国の制度適正化のための重要

な示唆となり得るからである。 

 

1.2 研究のレビュー 

 欧米諸国の公共調達制度に関しては、後述するとおり、

既に複数の文献が存在する。例えば、欧州における公共工

事の入札契約制度に関する調査（建設経済研究所，2003）

や、実態調査に基づき日本と欧米諸国の公共工事の入札・

契約方式の制度と運用上の特徴を比較・整理した大野・原

田の文献（大野・原田，2005）、入札方式の改善策の一つ

として英国において 2008 年に導入されたフレームワーク

方式の概略を紹介した埜本の文献（埜本，2012）、日本の

公共調達制度の歴史的変遷と海外の公共調達制度の展開

について整理した文献（木下，2012）、欧州諸外国の法規

則上の調達手法、建設事業での適応状況等を紹介した文献

（森田・佐藤，2014）等が存在する。 

 

1.3 研究の目的 
 一方で、筆者らが知る限り、これら欧州の調達制度に関

する既往研究の包括的なレビューはなされていない。また、

既往研究においては欧州の調達制度に基づく我が国にお

ける公共調達制度の適正化に向けた具体的な提言は充分

になされているとは言い難い。本稿において改めて、欧州

諸国の調達制度に関する既往研究を包括的にレビューし、

欧州諸国の調達制度の概要とその特徴を整理し、我が国の

公共調達制度の課題に照らし合わせることで、我が国の制

度適正化に資する知見が得られるものと期待される。  

 そこで、以下では、まず、既往文献及び資料に基づき、

欧米諸国の公共調達制度について整理・概観するとともに、

我が国ではみられないある特徴的な調達方式について概

説する。次に、欧米諸国の制度レビューを踏まえたうえで、

我が国の調達制度の特異な点について整理する。最後に、

欧米諸国の制度から、我が国の公共調達における今後の制

度設計について提言することを試みる。 

 

2. 欧米諸国の公共調達制度 

 

本章では、欧米諸国の公共調達制度について整理する。  

 

2.1 欧米における調達制度改革の背景 

明治時代に我が国が参考とした欧米の公共調達制度は、

その後改変を重ね、特に近年では 2000 年前後に各国の調

達制度改革の動きが活発化した。以下では、制度改変の背

景である欧米各国、とりわけ、単なる「一般競争入札」で

は避ける事ができない、ダンピング等の各種の弊害を最小

化することを企図した取り組みが進められている欧米主

要先進国であるイギリス、フランス、アメリカの三カ国の

公共工事入札市場の実態について概説する。 

まずイギリスでは、建設業界における発注者と業界の

争いが非常に多く、企業が低入札で受注した後、設計変更

等で、繰り返して価格を引き上げることが大きな問題にな

り、訴訟も絶えなかった。この対立の環境を回避するため、

「パートナリング」とよばれる概念のもと、公共調達改革

が行われた。これは、発注者と受注者間での進捗状況の把

握、利益の共有、共通目標の合意、紛争解決方法の案出な

ど継続的な改善への「協力」を通して、パフォーマンス改

善のために協調していこうという考え方である（建設経済

研究所，2003）。 

アメリカでは従来、入札価格のみを落札基準にしてい

たため、落札後、頻繁に契約変更が必要となり、特に大規

模工事では、落札価格で工事が実行されることがなく、膨

大な契約変更を通じた価格上昇が常態化していた。その結

果、業者は多額の利益を得ることになり、政府の最終的な

支払額は当初の予算を大幅に上回り、工期も遅れることが

多かった。中には、はじめから契約変更を目論み、低価格

入札によって落札を狙う建設業者もいたといわれる（大

野・原田，2005）。 

連邦政府は、このような状況下では、もはや競争原理

は機能しないという認識を持つに至り、その結果「ベス

ト・バリュー」（Best value）という概念が生まれた。これ

は価格という基準に加え、企業の過去の実績や技術力、財

務能力などの要件を考慮したものであり、必ずしも最低価

格を落札基準とした調達を行わないことを意味する。この

ベスト・バリューの概念を用いることにより、短期的には

最低価格よりも「高価」となるものの、長期的な視点から

見れば最低価格で調達した場合よりも費用削減が可能と

なったと報告されている（大野・原田，2005）。 

一方、フランスでは明治期に我が国が参考にしたよう

に、最高価格の上限設定の下、最低価格の入札者が公共工

事を落札する競争入札方式を原則として規定していたが、

その後、公共調達に関する包括的な法令として、1964 年

に「1964 年公共調達法典」が制定された（木下，2012）。

同法では、競争入札方式を基本としたうえで、それをさら

に細分化したものとして公開式競争入札方式（我が国でい

う一般競争入札に相当する方式）、制限式競争入札方式（同

じく指名競争入札に相当）、提案募集方式（同じく総合評

価落札方式に相当）を規定した。1990 年代には、入札を

巡る不祥事やEC創設に対応して、制度が大幅に改正され、

2001 年に「2001 年公共調達法典」が制定された。同法に

よって、それまでの法令で規定されていた「上限価格規定」

が廃止され、落札基準が従来の「最低入札価格」から「最

も経済的に有利であること」となり、入札方式の基本が総

合評価落札方式となった。これにより、価格のみによる競

争は全く実施されなくなったが、その後一部から批判があ
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り、「2004 年公共調達法典」制定によって、価格のみによ

る競争入札が復活した。ただし重要な留意点として、価格

競争入札は物品等の仕様が定まっている調達物だけに限

定されているという点が挙げられる。なお、その後は EU

指令に多様な調達方式が導入されたことに伴って、フラン

スの公共調達法典にも競争的対話方式、交渉方式等が追加

規定されている（木下，2012）。 

 

2.2 現在の欧米の制度の概要と適用状況 

以上、イギリス、フランス、アメリカの三カ国の公共

工事入札市場の概況を述べたが、こうした背景の下で構築

されてきた各国の制度（c.f. 建設経済研究所，2005；森田・

佐藤，2014）について概説する。 

 

（１）アメリカの公共調達制度 

アメリカでは、以下に述べるように連邦政府機関と州

政府や地方政府とで公共調達に関する手続きの規定が異

なる。 

まず、連邦政府機関では公共調達に関する手続きは連

邦規則集（The Code of Federal Regulations、略称 CFR）及

び連邦調達規則（Federal Acquisition Regulation、略称 FAR）

に規定されている。FAR においては、入札方式として以

下の方式が規定されている。 

封印入札：我が国の一般競争入札方式に相当。 

交渉・提案：単独調達（随意契約）と競争調達（競争

プロポーザル）の 2 手法があり、どちらの手法にも入札参

加者との交渉プロセス（プレゼンテーション）が存在。 

簡易手続き：比較的金額の小さい調達は、中小企業の

セットアサイド（後述）として、複数の企業から見積や提

案を募集して決定。 

制限競争：我が国の指名競争入札方式に相当。 

これらのうち一般的なのは「封印入札」と「交渉・提

案」であり、その適用比率はおおよそ 7：3 となっている。

そして、交渉・提案のほとんどは競争プロポーザルである。

この競争プロポーザルには設計施工一括方式（Design 

build）などを含む多様な入札方式が規定されている。 

落札基準としては、ベストバリュー（Best value：総合

的に最高の価値が提供できるもの）が適用されるのが一般

的である。ベストバリューはさらに 2 つに細分化され、技

術適合最低価格選定（Lowest price Technically acceptable 

source selection：提案書が技術要件を満たしているものの

内、最低価格を提示したものを選定する）と、トレードオ

フ（Trade-off：価格要素と各非価格要素に重み付けをし、

総合的に最良のものを選定する）がある。 

一方、契約額設定方式として規定されている主なもの

は以下である。 

固定価格契約：日本の予定価格上限制約契約に相当。

積算方法は総価を基本とする方法、ユニットプライス（単

価）による積み上げ方法、物価変動をカバーできる方法等

がある。 

コスト精算契約：許容範囲内で、事後発生コスト+相応

の利潤を後払いする。 

インセンティブ契約：請負社の提案によって工事品質

の向上が見込まれる場合、契約額を増額する。 

未確定調達契約：契約時に施工時期や事業量が不明な

場合、事後精算。 

また、アメリカの予算制度に関しては、単年度予算の

原則はなく、単年度・複数年度いずれも可能となっており、

複数年度はさらに、期間の定めがあるもの／ないものに分

類され、プロジェクト毎に予算を承認することも可能とな

っている。 

官積算による予定価格については、厳格な設定は為さ

れない。入札に先立ち発注者は見積価格を用意するが、市

場の相場を第一に考えるため、入札前には大まかな範囲

（例えば、100 万ドルから 500 万ドル規模の設計という

ように）を提示するのみで、積算価格は公表しないのが一

般的である。 

また、連邦政府機関の調達制度の特徴として、FAR に

基づく「セットアサイド」という中小企業への優遇措置が

ある。各発注機関は中小企業への年間発注目標比率を定め

なければならず、政府全体では全発注量の約 20%を中小企

業に元請として発注しなければならない。各発注機関の担

当官は設定された目標値を達成するために、個別案件の発

注にあたって種々の措置を講じている。例えば、中小企業

のみが入札参加可能な制限競争入札の適用や、一部の案件

を中小企業のみに充てる契約、元請企業に中小企業への下

請発注目標を定めさせる等である。もう一つの特徴として、

CFR に基づく元請受注企業による直接施工の義務付けが

ある。元請企業は当初契約額から特定の専門項目を除いた

額の 30%以上を必ず自ら施工しなければならないとされ

ている。 

一方、州政府や地方政府の調達は、FAR の直接の適用

は受けず、各州、各地方政府で規定されている。（ただし、

連邦補助事業の場合は、事業所間連邦機関が別途、FAR

の特定項目の準拠規定を設ける等により、FAR を適用し

ているケースもある。）例えば、サンフランシスコ市では、

サンフランシスコ行政規則（The San Francisco 

Administrative Code） に基づき、落札者決定時の評価につ

いて保護策が取られており、地元企業で、かつ、少数民族

あるいは女性が経営する企業の場合に、入札価格から 5%

前後引き下げて評価されることとなる（サンフランシスコ

市，2016）。なお、連邦政府と異なり、発注の一定割合を

枠として確保するということは無い。また、落札企業が下

請へ出す際も出来るだけ少数民族や女性の経営する企業

へ発注するよう指導付けがなされている。ニューヨーク市

においても、ニューヨーク市行政規則（The New York City 
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Administrative Code）に基づき少数民族や女性が経営する

企業に対する保護策が講じられている（ニューヨーク市，

2016）。 

積算価格の公表の仕方も各機関によって対応が異なっ

ており、ニューヨーク市では額の範囲を示すが、サンフラ

ンシスコ市では、基本的に開札の時に公表される。また、

応札価格が積算価格（予定価格）を上回った場合の対応に

ついても、以下のように発注機関によって対応が異なって

いるようである。 

a. 連邦政府の場合 

日本のような予定価格の上限拘束性は無いが、予算の範

囲を超えるものについて発注者は拒否することが可能と

なっている。予算が一プロジェクト毎の場合には、追加予

算を要求するか、プロジェクト規模を縮小する形が採られ

る。予算が総計で分配される場合は、総枠の中で融通する。 

b. サンフランシスコ市の場合 

あまり高いものは予算の制約上拒否することになるが、

拒否基準は無い。一番低い札が、発注者の積算を超過して

いるが、それほど高くはない場合、その価格で契約に至る

ことが頻繁にあり、個々の場合にもよるが、概ね 5～10％

程度の超過であれば契約となるケースが多い。また、緊急

性のあるもの（再入札する時間がない）ものについても契

約されることとなる。 

c. ニューヨーク市の場合 

入札不調とする場合と、最低札の者と価格交渉を行う場

合がある。後者については、少しくらい利益を落としてで

も受注したいという企業の意向を反映した措置である。 

（２）イギリスの公共調達制度 

EU 圏については公共調達に関する指令である EU 公共

調達指令（Directive）が基本となっており、EU 閾値以上

（€5,000,000 以上）の規模の工事については、この EU 指

令に準拠した手続きをとらなければならない。各国はこれ

に則する形で、各々の法規則を定めている。イギリスでは、

公共契約規則（The public contracts regulation）がそれに当

たる。 

入札方式については主に以下の 4 つの方式から選択さ

れている。 

封印入札：我が国の指名競争入札方式に相当 

公開手続：我が国の一般競争入札方式に相当 

交渉手続：発注者が選定した１者または複数の事業者

と契約条件について交渉し、受注者を特定する。 

競争的対話：どの事業者も参加を要求することができ、

発注者は選定した複数の事業者と対話し、それに基づき受

注者を特定する。 

交渉手続を適用するには、規定された複数のケースの

いずれかに準拠しなければならないとされており、同方式

を適用するには適用の必要性を客観的に証明する必要が

ある。建設事業での適用状況としては、封印入札（指名競

争入札）が約 80%、交渉手続・競争的対話が約 15%とな

っており、公開手続（一般競争入札）は全体の約 5%に留

まっている。 

落札基準としては、EU 指令と同様に、①発注機関の観

点から最も経済的に有利、②最低価格の二つが定められて

いるが、②が適用されることはほとんどない。したがって、

競争入札方式のほぼ全ての案件において、わが国で言う総

合評価方式が適用されていると解釈できる。 

さらに、総合評価の方法については、価格要素を優位

に評価する場合（価格：品質＝75~90：10~25）と、価格と

品質を同等のウエイトで評価する場合（価格：品質＝

40~50：50~60）とがあり、両者の適用比率は約 1：1 であ

る。また、入札の上限価格の設定は無く、総合評価による

最高評価者の入札価格が予算を上回った場合には受発注

者間で協議を行い、契約額を決定するのが一般的である。 

なお、イギリスの公共調達においては、上述のパート

ナリングの概念に基づいた「長期指名候補者調達方式」（フ

レームワーク方式）が存在しており、これが上記の入札方

式と組み合わされ、単純な自由競争入札によって必然的に

生ずる各種の弊害を緩和、マネジメントするという対応が

図られている。この仕組みはとりわけ重要なものであるの

で、その詳細は次章で改めて解説する。 

（３）フランスの公共調達制度 

フランスでは EU 指令に則した法令として、公共調達法

典（Code des marches publics）がある。入札方式は、主に

以下の 5 つの方式から選択されている。 

公開手続：我が国の一般競争入札方式に相当。 

制限手続：我が国の指名競争入札方式に相当。 

交渉手続：発注者が特定した１者または複数の事業者

と契約条件について交渉する。 

競争的対話：発注者は選定した複数の事業者と対話し、

それに基づき受注者を特定する。 

発注者選択手続：契約額が閾値未満の場合等、特定の

場合には、発注者が事前公告や競争をせずに契約者を決定

できる。 

なお、公開・制限手続きや競争的対話によって、候補

企業を審査した上で発注者の要求を満たすものがいなか

った場合にも、交渉手続を採用することとなっている。建

設事業での適用状況としては、公開手続（一般競争入札）

が約 70%、発注者選択手続（特命随意契約）が約 15%、

交渉手続き・競争的対話が約 10%と、競争入札が主流であ

りながらも、発注者の裁量で受注者を特定する契約方式を

多く採用しているのがフランスの特徴である。特に EU 閾

値未満（€5,000,000 未満）の工事についてはほぼ全ての案

件で、発注者手続が適用されている。 

落札基準としては EU 指令をほぼそのまま踏襲してお

り、①経済的に最も有利なもの、②最低価格の 2 つを規定

しているが、実際にはほとんど①を適用し、競争入札はほ
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とんど全て総合評価方式である。 

なお、競争入札における上限価格の設定は無い。これ

は、優れた提案内容によって高評価を受けた業者が、十分

な受注金額に基づいて良質なインフラ整備を図ることも

可能な仕組みだと解釈することができる。上限のあるわが

国では、こうした自由度は存在しない。したがってその意

味から考えても、わが国の総合評価方式の方が、「価格」

がより重視されていると解釈することができる。 

 

3. 特徴的な調達方式：イギリスの長期指名候補者調達

方式（フレームワーク方式） 

 

前章では、欧米諸国の公共調達について、近年の制度

改革に至った背景と現行の制度について概説した。これに

より、欧米諸国では価格以外の種々の要素を重視し、調達

の目的や内容に応じて様々な調達・契約方式を規定してお

り、実際にそれらの方式を柔軟に運用していることが窺い

知れる。もちろん、我が国においても、ほとんどの案件が

「総合評価方式」を適用していることから、価格以外の要

素を考慮しているということは言える。しかし、イギリス

やフランス、アメリカにおいては、わが国においてほとん

ど全てに於いて適用されている「一般競争入札」は何らか

の形で制限されており、競争原理以外の多様な原理が公共

調達において採用されている点が、大きな特徴である。 

ところで技術重視の調達手法を採る際、必ずと言って

いいほど懸念される問題点は、「透明性が十分に確保され

ているか」という点である。価格競争による受注者選定は

客観要素である価格のみによって、ほとんど自動的に為さ

れるため、透明性は完全に保証されているといえる。一方

で、総合評価方式やその他の方式には、技術提案審査等に

よる評点が加味され、入札価格についての評価と合算して

総合評価が行われ、最高値を得た企業が落札となる。しか

しながら、この技術提案審査等は、それが発注機関やそれ

に準ずる組織によって実施される以上、定義上 100%客観

的なものとはなり得ない。つまり、技術重視の調達を目指

すと、必然的に「発注者による質的判断」を一定程度含む

こととなる。さらにいうと、技術重視の傾向が高まれば高

まるほど、「発注者による質的判断」の重要性もまた高く

なる。したがって、欧米の建設事業調達においては、我が

国の「総合評価方式」以上に、「発注者の総合的な質的判

断や意図」が大きく反映されていると解釈できる。例えば、

顕著な例として、フランスでは随意契約の適用比率が全体

の案件の 15％も占めるほどに高い水準であることが挙げ

られ、その他にも例えばアメリカでは、中小企業保護を目

的として、中小企業への発注目標を設定し、受注させるた

めに様々な優遇措置をとっているということがある。 

中でも先に触れたイギリスにおいて採用されている長

期指名候補者調達方式（フレームワーク方式）は、「発注

者による質的判断」をさらに総合的に反映できる仕組みで

あることから、本章ではその方式の概要を説明する。 

 

3.1 導入背景及び適用状況 

1994 年に発行された WTO 政府調達協定を契機とした、

ヨーロッパ圏内での経済活動の活発化に伴い、それまで国

内市場に限定されていて公共事業の入札も国際市場へと

開くことが急速に求められるようになった。このような社

会的要請の下で、イギリスの公共事業発注機関は入札実施

の周知徹底、入札参加者の慎重な選定と入札評価、及び入

札結果に対する客観的な説明責任が求められるようにな

った。これにより、従来よりも調達に係る事務コストが大

きくなり、入札手続き期間が長期化するという問題が発生

した（埜本，2012）。さらに、イギリスでは従来から発注

者と請負業者が敵対関係になることが多く、契約を巡る紛

争が常態化していた。特に、1970~80 年代は、競争激化に

伴い安値で受注した企業が増額変更を求めて訴訟に発展

するケースが頻発し、大きな社会的損失となっていた。 

これらの問題を是正するため、イギリスでは、「投資価

値の向上」を図ることを目的に、「受発注者の協働を促進

するパートナーシップの醸成・維持」「合理的な契約期間

設定による事業早期完成」を重視するようになっていった。

そして、このための実行策として様々な改善策が進められ、

その内の一つがフレームワーク方式の試行であった。その

後、2004 年に改正された EU 調達指令にフレームワーク合

意に関する規定が初めて設けられた事を受け、イギリスは

2006 年にフレームワーク指針を策定し、フレームワーク

方式を国内規定で位置付けた（Office of Government 

Commerce, 2008）。その後、同方式の適用拡大が進み、2007

年では、価格ベースで全工事の 2.9%に適用されたのに対

して、2010 年には全工事の 4.4%に同方式が適用されてい

る（Langdon, 2011）。 

 

3.2 フレームワーク方式の概要 

フレームワーク方式とは、フレームワーク合意

（Framework agreement）に基づき、個々の建設工事案件の

請負業者を特定（Call-off）する方式である。請負業者特

定までのプロセス概略を図 1 に示す（国土交通省，2013）。
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図 1：フレームワーク方式による調達プロセス 

（１）フレームワーク合意（Framework agreement） 

フレームワーク合意とは、4 年を限度とする「長期指名

候補者(フレームワーク企業)」を選定した上で、これら企

業との間で一定期間内の公共事業発注予定案件(個別特定

案件)に関する請負業者及び契約額の決定方法、契約条件

等を予め合意することである。このフレームワーク合意は、

合意の入札対象となる業務・工事の種類、あるいは契約限

度額で区分されるカテゴリー別に締結される。また、フレ

ームワーク企業の選定手続きはEU公共調達指令に準拠し

て実施されなければならない。イギリスの場合、選定手続

きとして封印入札（指名入札）を用いて、フレームワーク

企業を選定している（埜本，2012）。 

（２）個別特定案件発注（Call-off） 

発注者はフレームワーク合意後に、フレームワーク企

業に限定して調達を行う場合、改めて EU 公共調達指令に

則した入札手続きをとる必要は無い。フレームワーク企業

の中から候補者を指定し簡易入札を実施するか、特定の場

合には随意契約で一社を指定することもできる（埜本，

2012）。すなわち、発注者はフレームワーク合意に参加し

た企業をプールしておいてその企業の中から合意時点で

定めた条件の範囲内で、発注者独自の手続きで契約相手を

決定できる。より具体的な例をあげると、例えば、企業を

順位付けしておき、個々の契約はその順に従って行う方法

や、総額または総数のうちのシェアをあらかじめ決めてお

き、そのシェアに従って契約する方法もある。また、地方

政府の発注者の中にはフレームワーク企業間での均等受

注に留意している例がある（ Office of Government 

Commerce, 2008）。 

一方で、フレームワーク企業に競争意識を保持させる

ために、個別特定案件をフレームワーク企業以外の企業へ

発注することも可能であり、その場合、EU 公共調達指令

に基づく入札手続きを実施する必要がある。 

 

3.3 フレームワーク方式のメリット 

イギリスでは、フレームワーク方式が、中央政府をは

じめ、州政府、市など様々な公共機関の発注で活用され、

近年その適用が拡大している。同方式の適用拡大の理由は、

発注機関にとって次のようなメリットが期待できるため

と考えられる。 

第一に、発注事務コストの削減である。従来方式の入

札では。発注案件毎に EU 公共調達指令に則した入札手続

きすなわち、入札公告を公示し、入札を希望する企業の入

札参加資格を審査し、当該案件について技術提案の評価し、

受注企業を特定するという一連の手続きを実施する必要

がある。一方フレームワーク方式では、フレームワーク企

業選定時に審査・評価を実施し、その後の個別案件発注に

際しては、改めて正式な入札手続きに従う必要は無く、予

め取り決めた簡易な手法（簡易な入札や特命随意等）によ

って請負業者を特定できる。これにより、総合的にみると、

従来方式よりも発注に要する入 

札期間が短縮でき、費用の節減も期待できる。また、

フレームワーク企業側も入札参加資格資料や技術提案書

の作成・提出コストを削減できるため、同様にコスト削減

効果が期待できる。特に、契約内容が類似しているものの、

発注ニーズの時差、予算確保の都合等の理由で一括契約が

できず、高い頻度で断続的に発注入札を行う必要がある場

合、同方式によって事務コストの大幅な削減が期待できる。 

第二に、急なニーズが発生した際、迅速に発注対応が

可能なことである。上述したように、フレームワーク合意

後の個別案件発注時においては、調達手続きを従来方式よ

りも大幅に短縮できる。それゆえ、急な発注ニーズが発生

した際にも、発注者の要求を適切に満たす請負業者を簡便



 

 7

な手法によって直ちに特定することが可能である。単純な

特命随意契約も同様に迅速な調達が可能であるが、フレー

ムワーク方式は事前のフレームワーク合意時に資格審査

や技術要件のチェックが為されているため、単純な随意契

約よりも透明性・客観性に優れた調達手法であるといえよ

う。 

第三に、発注者と企業間の良好な関係が醸成されるこ

とである。フレームワーク方式では最長 4 年間のフレーム

ワーク合意を発注者と複数の企業が締結する。このような

長期的なパートナーシップが形成され、その中で発注者が

適切なリーダーシップをとることができれば、例えば次の

ような効果が期待できる。 

 企業間における技術や人材の相互提供協力等による

事業全体の効率化及び品質の向上 

 施工段階における設計変更に際する責任の所在や契

約関係者のリスク管理責任等を巡る紛争の減少 

 

3.4 フレームワーク方式の有効性についての調査報告 

イギリスでフレームワーク方式が本格的に導入され、

適用事例も蓄積されつつある中、同方式の有効性について、

イギリス中央政府を中心とする The Working Group on the 

Effectiveness of Frameworks of the Procurement and Lean 

Client Task Group (2012)によって調査報告が為されている。

以下ではその報告内容について概説する。 

同調査は、2005 年から 2011 年までの期間に、中央政府

(文部省，厚生省，環境省，国防省，法務省）及び地方自

治体支援法人によって、フレームワーク方式で発注された

工事を対象としている。 

同報告書ではフレームワーク方式適用による効果に関

して、調査・報告されており、顕著に表れた効果として、

次の 5 つを挙げている。 

 発注事務コストの軽減 

 建設コストの軽減 

 工期と予算の遵守性の向上 

 訴訟の減少 

 安全性の向上 

上記の中でも特に、「発注事務コストの軽減」・「建設コ

ストの軽減」については、その効果が定量的に示されてい

る。主な例を表 1 に示す。 

 

表 1：フレームワーク方式の効果とその事例 

効果 事例 

発注事務コスト

の軽減 
2005 年から 2010 年の環境省が発注し

たフレームワーク方式による調達案件

で、従来方式と比べ、平均して毎年 7.9%
の発注事務コストが削減された。 

建設コストの軽

減 
地方自治体支援法人発注案件で、従来

方式と比べ、設計業務で 9－13%、施工

で 7%の建設コストが軽減された。 

また、同報告書では、効果的なフレームワーク方式の特

徴を明示している。これは、全てのフレームワーク方式に

ついて上述の効果を期待できるわけではなく、これらの効

果を発現させるためには、同方式を適切に運用する必要が

あるということを意味しているということができよう。し

たがって、同報告書で明示されている、効果的なフレーム

ワーク方式の特徴は、フレームワーク方式を用いる際に発

注者が配慮すべき事項であると解釈できる。以下にその特

徴を示す。 

 調達の目的が明確に示されている。 

 施工者が負うべきリスクが明記されている。 

 政府の推進する各種施策が適用されている。  

 中小企業の活用割合が高い（中小企業の活用枠を設定

している）。 

 他の調達案件（通常の指名競争入札等）に不都合な影

響を及ぼさぬよう配慮されている。 

 建設市場全体で競争性が適切に維持されるように配慮

されている。 

フレームワーク方式では、請負業者選定に関して、発注

者の裁量権によるところが非常に大きいと言える。そのた

め、同方式を有効なものとするためには、より良いものを

つくろうとする発注者の主体的な姿勢が必要不可欠であ

り、上記の効果的なフレームワーク方式の特徴は、発注者

のそのような姿勢の表れであると考えることができる。 

最適な調達方式はそれぞれの国でその時々に必要とさ

れる調達物によって異なるため、調達案件の特性に応じて、

適宜、同方式を採用していくのが適当であることは論ずる

までもないが、上述のとおり同方式の導入によって種々の

効果が確認されている一方で、その適用率は 2011 年時点

で 4.4%と 1 割に達していないことから、同方式の適用可

能性は今後さらに拡大していく可能性は十分に想定され

るところである。 

 

4. 日本の公共調達制度の特徴（特異性） 

以上、本稿ではアメリカ、イギリス、フランスの入札

制度の概要を述べた上で、特に、イギリスで採用されてい

るフレームワーク方式の概要とその有効性を概説した。 

ついては本章では、わが国におけるよりよい公共調達

制度のあり方を考える事を目途として、これらの欧米各国

との比較を通して我が国の公共調達制度の特徴、すなわち、

「特異性」について考察する。  

 

4.1 わが国の特徴（特異性）１：単一的な調達手法 

我が国の公共調達に関する基本的な法令である会計法

では、一般競争入札を原則としており、国土交通省発注の

現在の公共工事調達では、ほぼ全ての工事で同方式が用い

られている。一方で、欧米諸国では、公共調達の基本とな

る法規則において、調達手法として、一般競争入札だけで
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なく、我が国でいう指名競争入札方式も同等に位置づけて

おり、さらにその他にも、交渉手続や競争的対話といった、

我が国では規定されていない多様な方式を規定している。

また、建設事業における適用状況をみると、アメリカでは

封印入札、EU 諸国では公開手続といった、我が国の一般

競争入札に相当する方式が主流であるものの、我が国のよ

うにほとんどの工事に対して一般競争入札を適用してい

る国は、少なくとも本稿で概観した諸外国においては他に

ない。例えばアメリカでは封印入札（一般競争入札）の適

用は全体の約 7 割であり、残りの 3 割の工事では交渉・提

案手続に含まれる様々な契約方式を採用しており、またイ

ギリスでは公開手続（一般競争入札）よりも制限手続（指

名競争入札）が主流である。 

つまり欧米では、価格競争による選定だけでなく、そ

の公共調達の多様な文脈に応じて様々な入札方式を採用

している。さらにそれら種々の調達方式の中には、発注者

の裁量権の大きな方式の適用も少なからず見受けられる

ことが、我が国にはない特徴であるといえる。例えば、ア

メリカではセットアサイドとして、中小企業への受注優遇

措置が定められている。発注者は一定規模・数の工事案件

を中小企業へと充てることになっており、運用においては

少額の調達には中小企業に限定した制限競争の簡易手続

きがを用いられている。また、イギリスのフレームワーク

方式では技術審査によって候補企業を選定した後、発注者

独自の手法によって請負企業を決定できるため、発注者の

意向を比較的反映しやすい方式であるといえる。 

 

4.2 わが国の特徴（特異性）２：価格優位の落札基準 

我が国の現行制度では、総合評価方式を原則的に採用

している。この総合評価方式では、一般的に除算方式（技

術評価点を入札価格で除して得られる総合評価値の最高

点者を落札とする方式）という評価手法を用いている。し

かしこの方式では「分母」の価格の変動の方が、「分子」

の技術評価点の変動よりも、総合評価値に対する影響が概

して大きくなることから、概して価格の方が優位に働く、

という特徴があることが知られている（経済産業省、2002）。

一方、欧米でも総合評価方式が多く用いられているが、除

算方式よりも加算方式（価格評価点と技術評価点の和であ

る総合評価値の最高点者を落札とする方式）が主流であり、

価格要素の優位性は我が国よりも低い。さらに、本稿で概

観した諸外国の方が、事業によって価格要素とそれ以外の

非価格要素の重み付けは様々であり、わが国よりも事業特

性に応じて柔軟な評価手法を用いている。 

 

4.3 わが国の特徴（特異性）３：発注者―入札参加企業

間の交渉の禁止 

欧米諸国では民間の有する技術力も活用し、適切な品

質確保を図るという観点から目的物に応じた多様な入札

方式を導入しており、一般競争入札や指名競争入札方式と

同等に、交渉手続を規定している。一方、我が国の調達制

度においては、交渉手続が規定されていない。 

本来、事業の特性上予め仕様を定めるのが困難な場合

には、民間の提案等を取り入れながら、価格や事業実施方

法について随時取り決めていくことが適切である。そうす

ることにより、通常の競争入札で実施されているように総

価で契約額を予め定める場合よりも、結果的にコストを低

減できることが期待できる。欧米諸国で早くから交渉手続

といった民間の技術や提案を参考にするシステムが、歴史

上比較的早い段階から取り入れられてきたのはこのため

であったと考えられる。しかしながら、我が国では、上記

のような事業であっても、発注者の積算によって予定価格

を定めて入札に付さなければならないという枠組みは明

治会計法制定以来変わっておらず、これが結果的にダンピ

ングの激化や不調不落の発生といった弊害を招いている

と考えられる。 

また、入札手続きにおいて、発注者と受注希望者間の

交渉が認められれば、これまで以上に柔軟な調達手法を採

用することができるようになるだけでなく、通常の競争入

札で不調不落となった場合でも、入札期間の短縮やコスト

低減が期待できる。我が国の現行制度では、相当特別な場

合を除いて基本的には競争入札によって請負業者を決定

しなければならず、たとえ不調または不落となった場合で

も、再入札により、入札価格が予定価格を下回らなければ

ならない。しかし、交渉手続が認められれば、このような

場合に再入札という手続きをとることなく、受注希望者と

価格や条件面で再調整の交渉等を行うことが可能となる

ため、結果として余計な発注事務コストの発生を防止でき

るということも期待される。 

 

4.4 わが国の特徴（特異性）４：厳格な上限価格設定 

我が国で公共調達に関する法規則として最初に定めら

れた明治会計法の法案は、当時の欧米諸国の法規則を参考

にして作成された。それらには、予定価格について、必要

な場合には定めて上限価格として拘束すると規定され、上

限価格としての予定価格制度は長く運用されてきたが、

1980 年代頃からの調達制度改変の流れの中で見直されて

きた。そして、現在では、我が国のように官積算の予定価

格を落札の上限価格として厳格に運用している国は他に

見当たらない。例えばアメリカでは、入札公示の際には、

予算を大まかに設定して公示し、企業の入札価格が異常に

低い場合には、それらに対して審査を実施し、必要に応じ

て排除する。また最低入札価格が予算を上回る場合には交

渉手続へと移行し、価格やその他の条件について調整を行

う。さらに、契約額設定・支払方式も多様に存在し、例え

ばアメリカでは、事業の特性上、予め仕様が定めにくい場

合には、掛かったコストに一定の利益率を乗じた額を一定
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期間毎に精算する方式等を採用することもある。フランス

においても、上限価格は存在していない。 

このように、我が国の現行制度のもつ予定価格の上限

拘束性は、欧米諸国が実施するような調達制度の柔軟な運

用を阻害する大きな要因となっていると解釈できる。さら

に、我が国においては、近年の公共事業費削減に伴う受注

競争の激化によって、官積算により作成される予定価格の

単価が年々減少傾向にあり、それによって、受注企業が適

正な利益を得ることが困難になっているだけでなく、必要

最低限の資材費や人件費の確保も危ぶまれ、成果品の品質

低下や施工の安全性低下などが懸念されている（国土交通

省，2009） 

 

5. 本研究のまとめと制度改善に向けた方向性 

 

5.1 欧米と我が国の制度比較 

前章までは、欧米諸国の公共調達制度改革の背景と現

在の制度を概観し、我が国との比較を行うことによって我

が国の制度がもつ特異性を整理した。その結果、以下に示

す知見が得られた。 

第一に、欧米の公共調達制度は、入札価格による競争

を原則としながらも、企業技術力重視の選定方式へと移行

してきたことである。かつて欧米では公平性・透明性・客

観性を重視するという観点から、入札価格による受注者の

決定、すなわち市場競争原理を公共調達に係る入札手続き

の原則としてきた。すなわち、広く入札を募る「公開入札

手続」こそが、関係者の情実の介入を防ぎ、自動的に落札

者を決定することができる最も優れた手法とされてきた。

しかしながら、その後、特に予め仕様が定めにくい工事の

契約において、最低価格での入札者が、成果物に必要な品

質や機能の供給能力を有するとは限らないことが徐々に

顕在化し始めた。さらに、入札参加者が過剰に低い入札価

格で受注し、その後契約変更で請負価格を不当につり上げ

るといった事態、または入札手続や工事期間の長期化とそ

れに伴う調達コストの増加等、問題が悪化し始めた。こう

いった事態を受けて、1980 年代頃からヨーロッパにおい

て、発注者にとって経済的に最も有利となることを調達の

原則とした様々な受注者選定方式の試行が開始され、これ

を皮切りに調達制度の改変が始まり、アメリカもこの流れ

に追随した。その結果、現在では、企業と発注者の協働効

果を適度に組み込みながら、実に多様な方式が採用されて

いる。 

第二に、欧米諸国は、技術力重視の選定を行うために

発注者の裁量権を相当程度認めていることである。入札参

加者のもつ技術力を審査することは、必然的に発注者の意

図を伴うこととなる。なぜならば、発注者は要求性能を満

たす目的物を調達するために、事業の特性を鑑みた上で、

目的に則した意図をもって、入札者を評価しなければなら

ない。それゆえ、たとえ総合評価一般競争入札であったと

しても、入札参加者の資格審査及び技術提案評価に際して、

事業に見合った評価方法を発注者は自らの意思をもって

決定する必要がある（例えば各評価項目の重みをどのよう

に設定するのかについて等）。このように我が国で広く適

用されている総合評価方式ですら、発注者の意図が少なか

らず反映されている可能性が考えられるが、欧米各国が導

入している方式には、発注者の裁量権がさらに大きく認め

られている調達手法が規定されており、適用拡大が進んで

いる。イギリスで適用が進んでいるフレームワーク方式は

この顕著な事例であるといえよう。 

第三に、我が国の公共調達制度は他国と比べて企業の

技術力を適切に評価・活用するための制度整備が不十分で

あり、このことが様々な弊害を招いていることである。上

述したように、欧米諸国は価格競争を原則とする法制度を

前提としつつ、制度改変を進めてきた一方で、我が国では、

企業と発注者の交渉を認めないことによって調達の柔軟

な運用を阻害し、さらに予定価格によって落札価格の上限

拘束を未だに定めている。これらがもたらす弊害がダンピ

ングの激化や不調不落の発生であり、さらに、現場を担う

労働者の賃金を減少させ続けるという構造を生み出して

いる。 

 

5.2 制度改善の方向性 

これまで述べてきたように、欧米諸国では元々、公共建

設工事の調達に際して市場競争原理を原則とされ、その上

で適切な工事品質や施工の安全性を確保するための施策

を追加する形で改正が進められてきた。すなわち、請負価

格そのものが固定的なものではなく可変的なものである

ということが前提となっているため、官の積算価格を、受

注価格決定に際する上限価格として厳格に運用すること

はなく、需要者である官と供給者である民の交渉により決

定することを法制度化するに至るための環境が比較的醸

成されやすかったと考えることができるかもしれない。  

また、欧米諸国では契約額決定構造が柔軟であるだけで

なく、請負価格を構成する要素である労務費について、日

本よりも詳細に規定されているため（岩松，2010）、必要

最低限の労務費にしわ寄せが及ぶほどのダンピングは起

こりにくいということも考えられる。これは欧米諸国では

我が国と比べて、労働者階級の地位が高く、社会に対する

影響力が大きいことが背景であると考えることも可能か

もしれない。 

いずれにせよ、欧米諸国は競争性を軸とした制度構築の

歴史が長いため、その「弊害」に対して如何に対応してい

くかについて社会的な検討も多様に重ねられ、その結果と

して、競争原理を前提とした公共調達制度としては、我が

国の現行制度よりもより適切に各種の競争の「弊害」に対

して対処できている点が多いものと解釈できるのである。
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そして、適切な品質確保を図り技術重視の調達制度へと発

展していく中で、必然的に発注者の裁量権を相当程度増加

させていったものと考えられる。 

そして興味深いことに、その発展の帰結として、例えば

イギリスのフレームワーク方式にみられるような、かつて

の日本の指名入札と、複数業者と発注者との間の話し合い

（すなわち、談合）の組み合わせに類似した調達方式も生

まれ始めている、と解釈することができるものと考えられ

る。同方式では、フレームワーク企業間での均等受注に留

意しているという事例も確認されており（埜本，2012）、

この背景には一定数の優良な地域企業の存在が地域及び

発注者にとっても望ましいとの考えがあると推測される。 

イギリスが、かつて我が国の慣行であった、（公益に資

する）「良質な談合」（山川，神田，藤井，2013）に類似し

た調達システムの構築へと至ったことは、日英両国が同様

の目的をもって、異なる発展の方法を遂げてきた結果であ

ると解釈することができる。すなわち、両国とも、発注者

と業界が公共物の品質確保と建設事業の担い手の長期的

確保を図って、工事案件を包括的に発注し、個々の工事の

請負企業と価格については発注者と業界の合理的な随意

で決定するという手法に至ったといえる。しかしながら、

我が国の場合は、その手法に悪質な第三者を介入させやす

いという構造的欠陥はあった（山川，神田，藤井，2013）。  

一方、日本は元々、話し合いを重んじていたため、舶

来の競争原理は馴染まなかった。我が国は元来、法律を弾

力的に運用することで、法律に不都合な部分があったとし

ても改正することなく対応する傾向があったと考えられ

る（藤井，2012）。そのため、会計法で一般競争入札を原

則として定められた後も、法制度を大きく改正することな

く、関係者間による取り決めによって請負価格と業者を決

定するという形態をとるようになり、その後もこの慣行は

長く変化することがなかった、という経緯がある（山川，

神田，藤井，2013）。 

このような調達手法は、発注者が公共物を適切に建

設・維持管理しようという意図をもつ限りにおいて、発注

者がもつ指名権を効かせることで、不良業者を排除すると

ともに、優良な業者を育成・保護する役割を少なからず果

たしてきた面があることは否定し難い。その上で、（公益

に資する）「良質な談合」の弊害を最小限に留める方法を

模索しながら発展してきたのが日本の公共調達の実態で

あり、その中、主に外的要因によって、競争を原則とする

調達制度への改変を幾度も強いられ現在に至っている、と

考えられる。甚だ抽象的な表現ではあるが、図 2 は、この

ような日本と欧米諸国の公共調達の「変遷」を概念的に表

したものである。すなわち、欧米においては完全な市場競

争原理による受注者決定方式から、発注者／業界の「意図」

による決定方式へと徐々に変化（あるいは進歩）してきた

ものと考えられる。その一方で、わが国においては、明治

初頭に「市場競争原理」で始められた受注者決定方式が、

徐々に発注者や業界の意図を考慮したものへと変遷した

一方、「脱談合宣言」に象徴される大きな変革よって一気

に「市場原理主義」的なものへと先祖返りしたものの、近

年、「総合評価方式」の導入などを通して再び、「発注者や

業界」の意図を考慮した方式へと変遷しつつある、という

次第である（なお、この歴史的変遷の詳細については、山

川，神田，藤井（2013）を参照されたい）。 

 

「市場競争原理」による受注者決定

「発注者/業界の意図」による受注者決定

日本

 
図 2：日本と欧米の公共調達の変遷イメージ 

 

このような歴史的経緯を鑑みると、本章で述べてきたよ

うに、我が国における健全な競争環境の整備が欧米諸国の

それに対して不十分であるのは、談合によって公共工事の

調達において発注者や業界の意図を反映させることが可

能であったため、競争性を軸とした制度構築の動機が長く

存在してこなかったためだと考えられる。 

したがって、今後の日本の公共調達制度が「競争原理を

前提とした発展」を目指すのであれば、前項で述べた、欧

米における「技術重視の多様な調達方式の導入」、「調達手

続きにおける交渉の認可」、「予定価格の上限拘束性の撤

廃」といった内容について、制度改善にあたって大いに参

考にすべきであると考える次第である。 
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Abstract 

In Japan, we have had such extremely high risk of natural 

disasters that construction firms have been playing important 

roles, not only in infrastructure management, but also in 

disaster prevention and economic development for our society. 

However, due to the recent impoverishment of the industry 

which afterward may cause lowering the quality level of the 

constructions, there has appeared to be an argument about how 

we redesign the tendering and contracting system. This study, 

reviewing the history of Western contracting system for public 

works, reveals a fundamental direction to the future tendering 

and contracting system with a suggestion 


